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令和６年（ネ受）第１０４４号  国家賠償請求上告受理申立事件  

申立人   大江千束 外 

相手方   国 

上告受理申立理由書  

２０２５（令和７）年１月１４日  

最高裁判所  御中  

申立人ら代理人 弁護士  上杉  崇子 

弁護士  寺原真希子  

 ほか 

 

 申立人らは以下のとおり、貴庁に対して上告受理申立の理由について主

張する。  

記  

第１ はじめに 

１ 原判決の判示の概要 

２０２４年１０月３０日、原判決は、現行の法令が、同性間の人的

結合関係について配偶者としての法的身分関係の形成に係る規定を設

けていないことは憲法１４条１項、２４条２項に違反すると判断した。

しかし、その違憲性が原審の口頭弁論終結時である２０２４年４月２

６日の時点（以下「原審の口頭弁論終結時」という。）において国会

にとって明白となっていたとはできないとして、国家賠償請求は棄却

した。 

２ 原判決の判例違反  



【有償配布 や Web(ホームページ, ブログ, facebook 等)へのアップロード・転載はお止めくださ

い】【リンクはご自由にお貼りください】 

東京一次訴訟上告審提出の書面です。 

 

2 

 

これまでの判例理論によれば、特定の立法内容又は立法の不存在が

違憲であったとしても、直ちに違法の評価は受けず、法律の規定が憲

法上保障され又は保護されている権利利益を合理的な理由なく制約す

るものとして憲法の規定に違反するものであることが明白であるにも

かかわらず（以下「『違憲の明白性』要件」という。）、国会が正当な

理由なく長期にわたってその改廃等の立法措置を怠る場合（以下「『長

期間の懈怠』要件」という。）などの場合には、国会議員の立法過程に

おける行動が個々の国民に対して負う職務上の法的義務に違反したも

のとして、例外的に、その立法不作為が違法の評価を受けると解され

てきた（最大判令和４年５月２５日民集７６巻４号７１１頁（以下「令

和４年大法廷判決」という。）など）。  

原判決も上記の判例の判断枠組みを前提としており、その点では妥

当である。しかし、下記第２で述べるとおり、「違憲の明白性」要件と

の関係で、何が国会にとって明白である必要があるのかについて判例

理論よりも狭く解しすぎている点、先行する最高裁の判断ないことを

「違憲の明白性」要件の充足を否定する理由と考えている点において、

原判決には判例違反がある。  

３ 国賠法１条１項の解釈の誤り  

さらに、下記第３で述べるとおり、これまでの判例理論を踏まえた

「違憲の明白性」の理解に従えば、本件では、遅くとも２０２１年３

月には「違憲の明白性」要件が充足されるというべきで、しかも原審

の口頭弁論終結時までには「長期間の懈怠」要件が認められると解さ

れる。この点において、原判決は国賠法１条１項の解釈を誤っており

（これは、「法令の解釈に関する重要な事項」（民訴法３１８条１項）

に該当する）、破棄されるべきである。  
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第２ 「違憲の明白性」要件に関する判例違反  

１ 明白性の対象に関する判例解釈の誤り  

（１）原判決は、本件において「違憲の明白性」要件が満たされるため

に国会にとって明白でなければならない対象について（以下「明白

性の対象」という。）、「同性間の人的結合関係について配偶者として

の法的身分関係の形成に係る規定を設けていないことが憲法１４条

１項、２４条２項に違反すること」と定式化したうえで、結論とし

て「違憲の明白性」要件は満たされないと判断した（原判決５７

頁）。原判決はその理由の一つとして、本訴訟及び関連訴訟において

下級審の判断内容が必ずしも統一されていないことを挙げる（同５

７頁から５８頁）。確かに、本訴訟及び関連訴訟においてこれまで下

された下級審判決では何が憲法のどの条文に違反するのか、又は違

憲なのか違憲状態なのかといった点について違いがあり、これらの

点で不統一ではある。  

   しかし、それらの点の違いはあれど、法律上同性のカップルが婚

姻できないことによって（そして、その前提として法的に家族とな

ることができないことによって）、原判決の言う「個人の人格的存在

と結び付いた重要な法的利益」（原判決４６頁から４７頁）が合理的

な理由なく侵害されており、それが憲法上許容されないと評価され

るという点で下級審の判断は基本的に一致している 1。それにもかか

 
1 本訴訟及び関連訴訟における各下級審判決の本書面提出日現在における判断の概

要については、別紙１参照。なお、大阪地裁判決（甲Ａ５５５）は唯一合憲との結

論であった。しかし、その大阪地裁判決ですら、同性間の「人的結合関係について

の公認に係る利益は、その人格的尊厳に関わる重要な人格的利益として尊重される

べき」である（甲Ａ５５５・２７頁）、「今後の社会状況の変化によっては、同性間

の婚姻等の制度の導入について何ら法的措置がとられていないことの立法不作為
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わらず、原判決は下級審の判断が一致する部分に着目せず、下級審

の最終的な判断において不統一である点（すなわち、憲法のどの条

文に違反するのか、違憲なのか違憲状態なのか）に着目して、これ

を「違憲の明白性」要件が満たされない理由の一つとして挙げたの

である（同５８頁）。これは、原判決が明白性の対象を極めて厳格に

とらえ、原判決が定式化したとおりの内容が国会にとって明白にな

るか、あるいは憲法のどの条文に違反するのか、違憲なのか違憲状

態なのかについて統一的な司法判断がなされていなければ、「違憲の

明白性」要件は満たされないと考えているからに他ならない 2。 

しかし、原判決のこのような明白性の対象に関する理解は、次項で

述べるように過去の判例と比較して明白性の対象を狭く解釈しすぎて

いる。この点で、原判決には判例の解釈の誤り、判例違反がある。  

（２）過去の判例によれば、「違憲の明白性」要件が満たされるためには

“憲法上保障・保護されている権利利益が合理的な理由なく制約さ

れていること”や“憲法上保障・保護されている権利利益の行使の

機会を確保するための何らかの立法措置をとることが必要不可欠で

あること”が国会にとって明白であれば足り、憲法のどの条文に違

反しているのか、違憲なのか違憲状態なのかといった点までが確定

している必要はない。 

 

が、将来的に憲法２４条２項に違反するものとして違憲になる可能性はある」（同

３７頁）との認識を示している。  
2 この点、本訴訟関連訴訟である九州訴訟に関し、２０２４年１２月１３日に言い

渡された福岡高等裁判所の判決（甲Ａ８３８）（以下「福岡高裁判決」という。）

も、「違憲の明白性」要件が満たされない理由として、本訴訟及び関連訴訟の各地

裁判決における判断が憲法のどの条文に違反するか、違憲か違憲状態かといった点

で統一されていないことを挙げる（同１７頁）。  
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   例えば、原判決が引用する令和４年大法廷判決 3は、いわゆる立法

不作為が国賠法１条１項の適用上違法と評価を受ける要件を、「法律

の規定が憲法上保障され又は保護されている権利利益を合理的な理

由なく制約するものとして憲法の規定に違反するものであることが

明白であるにもかかわらず、国会が正当な理由なく長期にわたって

その改廃等の立法措置を怠る場合」と定式化した。憲法上保障・保

護されている権利利益が合理的な理由なく制約されていれば、それ

は憲法に違反すると評価されるのであるから、令和４年大法廷判決

の「違憲の明白性」要件のポイントは、“憲法上保障・保護されてい

る権利利益が合理的な理由なく制約されていること”が国会にとっ

て明白か否かである。 

   令和４年大法廷判決は上記定式に続けて、「国民に憲法上保障され

ている権利行使の機会を確保するための立法措置をとることが必要

不可欠であり、それが明白であるにもかかわらず、国会が正当な理

由なく長期にわたってこれを怠るときは、上記の例外的な場合に当

たるものと解するのが相当である」とも判示している。この判示に

従えば、“憲法上保障・保護されている権利利益の行使の機会を確

保するための何らかの立法措置をとることが必要不可欠であるこ

と”が国会にとって明白である場合も、「違憲の明白性」要件が満さ

れるというのが判例の理解であると整理される。令和４年大法廷判

 
3 過去の判例として、その他に、最一小判昭和６０年１１月２１日民集３９巻７号

１５１２頁（以下「昭和６０年第一小法廷判決」という。）、最大判平成１７年９

月１４日民集５９巻７号２０８７頁（以下「平成１７年大法廷判決」という。）、

最大判平成２７年１２月１６日民集第６９巻８号２４２７頁などがあるが、令和４

年大法廷判決はこれらの各判例を踏襲したものであるから、本文では令和４年大法

廷判決を取り上げた。  
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決が当該事案において必要とされる立法措置に関し「在外国民に審

査権の行使を認める制度」という以上の特定をしていないことから

すれば、権利利益の行使の機会を確保するために“何らかの立法措

置”をとることが必要不可欠であることが国会にとって明白であれ

ば足り、「違憲の明白性」要件との関係で立法措置の具体的な内容や

その詳細が特定されている必要はないとの前提に立つと解される。  

（３）このような過去の判例における明白性の対象の理解を踏まえれ

ば、原判決の定式化どおりの内容ではなくても、また、憲法のどの

条文に違反するのか、違憲なのか違憲状態なのかについて統一的な

司法判断がなされていなくとも、法律上同性のカップルが婚姻でき

ず、そしてその前提として法的に家族となれないことにより“憲法

上保障・保護されている権利利益が合理的な理由なく制約されてい

ること”や“当該憲法上保障・保護されている権利利益が合理的理

由なく制約されているという状況を是正するために何らか立法措置

をとることが必要不可欠であること”が国会にとって明白であれ

ば、本件において「違憲の明白性」要件を満たすに十分ということ

になる。原判決は明白性の対象を狭く解釈しすぎている点で判例の

解釈を誤っており、判例に違反している。  

   なお、本訴訟との関係でいえば“憲法上保障・保護されている権

利利益”とは、国から家族として扱われ、それが公証され、そして

法的効果を付与されるという、憲法１３条・２４条に根差した個人

の尊厳にかかわる重要な人格的利益を意味する。同利益については

後記第３・２（１）〔１０頁～１１頁〕で詳述する。  

２ 最高裁が判断を示していないことが違憲の明白性を否定する理由と

したことについての誤り 
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（１）次に、原判決は、「違憲の明白性」要件が満たされない理由とし

て、最高裁の判断が未だ示されていないことを挙げる（同５９頁）。

この理屈に従うと、最高裁であろうが、下級審であろうが、最高裁

の先行する判断がない限り、違憲の明白性の要件が満たされると判

断することはできないこととなる。しかし、これも判例の解釈を誤

っているというほかない。  

平成１７年大法廷判決の事案では、国外に居住していて国内の市町

村の区域内に住所を有していない在外国民の国政選挙における選挙権

の行使の制限の憲法適合性、立法府である国会が、在外国民が国政選

挙において選挙権を行使することができるように公職選挙法を改正す

ることを怠った立法不作為の国賠法上の違法性などが争われた。当

時、在外国民の選挙権の行使の制限に関し憲法適合性を判断した最高

裁判例は存在しなかった。しかし、最高裁は、「違憲の明白性」要件

と「長期間の懈怠」要件が満たされることを認め、上記立法不作為は

国賠法１条１項の適用上違法であるとして、国に対し損害の賠償を命

じた。 

また、令和４年大法廷判決の事案では、在外国民に国民審査に係る

審査権の行使が認められていないことの憲法適合性、国会において在

外国民に審査権の行使を認める制度を創設する立法措置がとられなか

ったという立法不作為の国賠法上の違法性などが争われた。当時、在

外国民に国民審査に係る審査権の行使が認められていないことの憲法

適合性について判断した最高裁判例は存在しなかった。それにもかか

わらず、最高裁は、「違憲の明白性」要件と「長期間の懈怠」要件が

満たされることを認め、上記立法不作為は国賠法１条１項の適用上違

法であるとして、国に対し損害の賠償を命じたのである。  
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このように先行する最高裁の判断がない事例において最高裁が「違

憲の明白性」要件が充足されることを認めた事例は複数あり、「違憲

の明白性」要件の判断に当たって先行する最高裁の判断がないことは

明白性を否定する理由にはならないというのが、判例の正しい解釈で

ある。よって原判決は「違憲の明白性」要件に関して、これまでの判

例の解釈を誤っており、判例に違反している。  

（２）なお、先行する最高裁の判断がないことが違憲の明白性を否定する

理由となり得ると解することは実質的にも極めて問題がある。先行す

る最高裁の判断が必要だと解すると、最高裁の先例のない立法不作為

にかかる国家賠償請求訴訟はすべて棄却されるべきこととなり、立法

不作為にかかる国家賠償請求訴訟による救済を狭めすぎることにな

る。これは、昭和６０年第一小法廷判決が立法不作為にかかる国家賠

償請求訴訟による救済の道を事実上閉ざすことになるなどと学説か

ら厳しい批判を浴びたことなども踏まえ、平成１７年大法廷判決が立

法不作為にかかる国家賠償請求が認められる場合を実質的に拡大し

たことにも逆行し、許されない。  

（３）そのうえ、下級審の違憲立法審査権の存在意義をことさらに軽視な

らしめるという点という意味でも、実質的な問題を孕む。  

   過去、下級裁判所の違憲審査権について問題となった最大判昭和２

５年２月１日刑集４巻２号７３頁では 「法令が憲法に適合するか否か

を判断することは、憲法によつて裁判官に課せられた職務と職権であ

つて、このことは最高裁判所の裁判官であると下級裁判所の裁判官で

あることを問はない。憲法八一条は、最高裁判所が違憲審査権を有す

る終審裁判所であることを明らかにした規定であつて、下級裁判所が

違憲審査権を有することを否定する趣旨をもつているものではない」
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と判断しており （下線部は代理人によるもの）、下級審であっても、法

の支配を貫徹させるべく、不作為を含めた違憲立法に対峙した場合に

は、裁判所は、それを放置することなく、果断に違憲立法審査権を行

使することが「職務」として要求されている。 

   原判決の判示がまかり通れば、下級裁判所が違憲立法審査権を繰り

返し行使しても、最高裁の先例がない限り、違憲の明白性は認められ

ないこととなり、国会は違憲立法（不作為も含む）の存在を無視しや

すくなる。そのような帰結は憲法の存在意義を蔑ろにし、下級裁判所

の存在価値を不当に軽視するものであって、断固として許容できない。 

 

第３ 国賠法１条１項に関する解釈違反について  

１ 序論 

以上のように原判決の「違憲の明白性」要件に関する理解にはこれ

までの判例との間に齟齬があるが、さらに、原判決は、国賠法１条１

項に基づく損害賠償を命じなかった点で同項の解釈を誤っている。  

すなわち、本件では、下記で述べるように、本訴訟関連訴訟である

札幌訴訟に関し札幌地方裁判所の判決（甲Ａ４０１）が下された２０

２１年３月には「違憲の明白性」要件が満たされる。さらに、国会は、

申立人らが上告理由書で憲法適合性判断を求めている各憲法違反 4の

状態を是正することが容易であったにもかかわらず、原審の口頭弁論

終結時に至るまでの間に当該状態を解消するために必要となる立法措

置を何ら講じず、合理的な理由なくその違憲状態を放置させていたの

であるから、「長期間の懈怠」要件も充足される。よって、申立人らが

 
4 上告理由書で憲法適合性判断を求めている各憲法違反については、上告理由書第

８参照のこと。  
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上告理由書で憲法適合性判断を求めている各憲法違反の状態を是正す

るために必要となる立法措置を国会が一切講じなかったという不作為

（以下「本件立法不作為」という。）は、国賠法１条１項の適用上違法

の評価を受けることとなり、原判決は、国賠法１条１項に基づく損害

賠償を命じるべきであった。  

このように原判決は、国賠法１条１項の解釈を誤っており（これは、

「法令の解釈に関する重要な事項」（民訴法３１８条１項）に該当す

る）、破棄されるべきである。 

２ 「違憲の明白性」要件について（２０２１年３月） 

（１）  本件の明白性の対象について  

 本件諸規定 5は、法律上同性のカップルを現行の婚姻制度から排除

している。そのため、法律上同性のカップルは現行の婚姻制度を利

用することができない。それにとどまらず、家族になるための法制

度が存在しない状態（家族になるための法制度により保護される一

切の利益を与えない状態）に陥っている。  

 すなわち、法律上同性のカップルは、現行の婚姻制度の利用を阻

まれているという意味で憲法２４条に基づく婚姻の自由、憲法１４

条１項に基づく平等権を侵害されていることにとどまらず、  

・ 「自らの自由意思により人生の伴侶と定めた相手との永続的な

人的結合関係について配偶者としての法的身分関係」を形成す

る「個人の人格的存在と結び付いた重要な法的利益」（原判決

４６頁）、 

・ 「自己肯定感や幸福感の源泉といった人格的尊厳に関わる重要

 
5 上告理由書第１・２参照  
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な人格的利益」である公認に係る利益（大阪地裁判決 （甲Ａ５

５５）２６～２７頁）、  

・ 「ートトートと家族となり、共同生活を送ることについて家族

としての法的保護を受け、社会的公証を受けることができる利

益」という「個人の尊厳に関わる重要な人格的利益」（原々判

決４９頁）」、  

・「両当事者の関係が国の制度により公証され、その関係を保護

するのにふさわしい効果の付与を受けるための枠組みが与え

られるという」「憲法２４条２項により尊重されるべき重要な

人格的利益」（名古屋地裁判決（甲Ａ６８１）４１頁）、  

など言い回しはそれぞれ区々であるも、いずれにせよ、家族になる

ための法制度が存在しない状態にいることによって、国から家族と

して扱われ、それが公証され、そして法的効果を付与されるという、

憲法１３条・２４条に根差した個人の尊厳にかかわる重要な人格的

利益を全く享受できていないのである。  

つまり、同性愛者等は、婚姻の自由、平等権などの人権のみなら

ず、上記で述べた憲法上保護された個人の尊厳にかかわる重要な人

格的利益を合理的な理由なく制約されていることになる。  

（２）明白性の存在  

 そして、申立人らは、本件立法不作為によって、上記の憲法上保護

された権利及び利益が合理的な理由なく制約されていることが国会

にとって本訴訟関連訴訟である札幌訴訟に関し、札幌地方裁判所の

判決（甲Ａ４０１）が下された２０２１年３月 6時点では明白になっ

 
6 申立人らは、これまで２００８年、２０１９年６月、２０２３年６月それぞれに
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ていたと考える。それは以下のとおりである。  

ア   １９９７年には東京高等裁判所が同性愛者の権利の擁護が要

請される旨の判決を言い渡し（甲Ａ５１）、そこでは 「少数者で

ある同性愛者をも視野に入れた肌理の細かな配慮が必要であり、

同性愛者の権利、利益を十分に擁護することが要請されている」

と指摘された。２００２年には国自身が 「人権教育・啓発に関す

る基本計画」を閣議決定し 7 （甲Ａ５７）、２００６年１１月には

ジョグジャカルタ原則が採択された（甲Ａ３３）。同原則２４で

は「家族を形成する権利」として「すべての者は、性的指向また

は性別自認にかかわらず、家族を形成する権利を有する」と明

記され、性的マイノリティであるか否かを問わず、誰であって

も、家族を形成する権利を有し、そのような権利の人権として

の重要性が説かれた（甲Ａ３３－２・１３０頁）。さらに、２０

０８年には、日本は、自
．
ら
．
ＬＧＢＴＩコアグルトプのメンバト

になるなど、国外において性的指向や性自認に基づく差別が許

されないとの理念を宣言するに至った 8（甲Ａ１９６）。  

このような事実を踏まえると、国会は、徐々にではあるが、性

的指向及び性自認に基づく権利利益の制約や差別が許されない

との通念を認識しはじめたことになる。 

イ   その後、２００８年１０月には、自由権規約委員会が日本政

府に対して勧告を行った （甲Ａ９５）。総括所見では、日本に対

 

ついて、違憲が明白である旨を主張してきた。この度、原判決の判断を踏まえ、改

めて違憲が明白になった時期を整理しなおし、本書面において明白になった時期を

２０２１年３月であると主張する。  
7 原判決・認定事実（５）ア（ア）〔３３頁〕。  
8 原判決・認定事実（３）イ〔３１頁〕。  
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し、婚姻せずに同居している異性カップルに付与されている便

益が、婚姻せずに同居している同性カップルに対しても同等に

付与されることを確保するよう勧告され、２０１４年の総括所

見においても同旨の勧告がされるに至った 9（甲Ａ９６）。  

   そのあと、２０１５年５月には、国際連合人権高等弁務官が、

国際連合人権理事会に「性的指向及び性自認に基づく個人に対

する差別や暴力に関する報告書」を提出し、報告書のなかで、加

盟国に対して、性的指向及び性自認に基づく差別に対する方策

として同性カップル及びその子供を法的に限定し、結婚したー

トトートに従来与えられてきた便益（給付、年金、課税および相

続に関連するものを含む）が差別なく与えられるべきであると

勧告している 10（甲Ａ１９５～１９７、２０４）。  

   国内に目を向けても、２０１５年１１月には渋谷区で法律上

同性のカップルを婚姻と同様の関係と認めるートトートシップ

制度が導入され 11 （甲Ａ７５）、このように、アで述べた性的指

向及び性自認に基づく権利利益の制約や差別が許されないとの

通念・認識を受けて、日本国内において、同性間の人的結合関係

に対して保障を与えるべきであるとの必要性が浸透していった。 

ウ   そして、その必要性が、人権又は人格的利益に裏打ちされた

ものであることが徐々に明らかになる。  

   すなわち、２０１５年６月には、アメリカ連邦最高裁は州が

同性婚を禁止することについて、 「婚姻する権利は人の自由に内

 
9 原判決・認定事実（３）ウ〔３１頁～３２頁〕。  
10 原判決・認定事実（３）イ〔３１頁〕。  
11 原判決・認定事実（５）イ（ア）〔３４頁〕。  
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在する基本的権利であ」り、「この自由を同性カップルに否定す

ることはもはや許されない」などとして、合衆国憲法のデュト

プロセス条項及び平等保護条項に違反する旨の判決を言い渡し

た 12（甲Ａ１００・２１９頁以降。〔２４５頁〕）。  

   ２０１７年９月には、学術者の集まりである日本学術会議 13が、

「婚姻の中立化（性別を問わないこと）」に向けた民法改正の必

要性を説いた提言を発表した（甲Ａ１１４）。同提言の１０頁に

は「家族生活を形成するにあたって、人には性別にとらわれず

に相手を選択する自由があり、その自由は可能な限り保障され

るべき」であり、「婚姻の当事者を男女に限定する必要はなく、

婚姻の自由を尊重し、一人一人を平等に扱うという観点から、

同性同士にも婚姻を認めるのである」と記載され、日本学術会

議として、同性間の人的結合関係の保障は、「婚姻の自由」「平

等」という人権から、それが基礎づけられることを述べている。

つまり、学術団体として、同性間の人的結合関係が何もなされ

ていない現状は、婚姻の自由などの人権を損なっている状況で

ある旨の認識を鮮明にしたといえる。  

   ２０１９年２月１４日には本訴訟及びその関連訴訟が札幌地

裁、東京地裁、名古屋地裁、大阪地裁に一斉提訴され、同性間の

人的結合関係の保障が存在せず、婚姻できないことが憲法２４

条１項若しくは２項又は憲法１４条１項などの条項に違反する

と主張され、いわゆる同性婚の問題が人権や重要な人格的利益

 
12 原判決・認定事実（４）イ〔３３頁〕。  
13 日本学術会議は「わが国の科学者の内外に対する代表機関」であって、政府に

対する勧告の権限をも有する組織である（日本学術会議法２条、５条）。したがっ

て、日本学術会議の提言を重く受け止める必要がある。  
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の侵害の問題であるとの問題提起がされた。これらの訴訟は全

国的にも大きく報道された（甲Ａ２５４など）。  

   ２０１９年７月１８日は、日本弁護士連合会が意見書を発表

し（甲Ａ１３６）、同性間の婚姻が認められないことについて憲

法１３条、憲法１４条に反する重大な人権侵害であるとの意見

が表明された（甲Ａ１３６・１６頁）。  

   このように、国際的にも国内的にも、婚姻を含む同性間の人

的結合関係に対する保障が何ら存在しないことが同性愛者ら性

的少数者の人権又は重要な人格的利益を損なっている状況であ

り、許されざる事柄であることが、徐々に社会的認識として広

まってきていたのである。  

 エ  それに呼応するように、国会では、前述の本訴訟及びその関

連訴訟の２０１９年２月１４日の一斉提訴を受け、その同日に、

尾辻衆議院議員が、同性婚と憲法の関係について質問し、「私は

同性婚は認めるべきだと思っております。その理由は、個人の

尊重を定めた憲法１３条、平等権を定めた１４条の規定、これ

を考えると、想定していないという答えではないと思うんです

ね」として（甲Ａ１４０・２３頁）、同性間の人的結合関係に関

して、婚姻を認めることが憲法上の要請であるとの認識を明確

化している。 

    そのような認識が、野党に広がったことによって、２０１９

年６月３日には、「民法の一部を改正する法律案」が立憲民主党

等の野党３党から衆議院に議員立法として提出された（甲Ａ１

４１）。その提出理由では 「現行法において婚姻が異性の当事者

間によるものに限定されると解されていることに鑑み、個人の
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尊重の観点から、性的指向又は性自認にかかわらず平等に婚姻

が認められるようにするため、同性の当事者間による婚姻を法

制化する必要がある」と明記された（甲Ａ１４１・９頁）。これ

こそ、国政野党が、明確に、単なる法政策の問題ではなく憲法

の問題として、個人の尊重（憲法１３条）、平等（憲法１４条１

項）の観点から、同性同士の人的結合関係に関して、婚姻を認

めるべきであるとの認識を明確化したといえるものである。  

    同法案は、結局、審議すらされなかったが（甲Ａ２６５、甲

Ａ２４６）、２０１９年１０月には山尾しおり衆議院議員が「同

性婚の問題というのは…マイノリティトの人権の問題なので何

か本来であれば、多数決あるいは多数の人が認めるから認める

という問題では本当は多分ないんだと思います」と質問し（甲

Ａ２６３・１０頁）、２０２０年２月にも野党議員から同性婚を

認めないことが憲法に違反することを指摘する旨の質問主意書

が提出されたこともあって （甲Ａ２３０）、遅くとも、政府与党

をはじめとする国会議員らは、２０２０年２月の時点で、同性

同士の人的結合関係について婚姻制度を設けないことが、同性

愛者など性的少数者の人権や重要な人格的利益を侵害し、憲法

に抵触しうる可能性を覚知したといえるものである。 

オ   そして、その後、２０２１年３月に本訴訟関連訴訟である札

幌訴訟に関し札幌地方裁判所が、違憲判決を言い渡した。すな

わち、札幌地裁によれば、  

・ 「婚姻によって生じる法的効果を享受する利益」について、

「それが異性間のものであれば、憲法２４条がその実現の

ための婚姻を制度として保障していることからすると、異



【有償配布 や Web(ホームページ, ブログ, facebook 等)へのアップロード・転載はお止めくださ

い】【リンクはご自由にお貼りください】 

東京一次訴訟上告審提出の書面です。 

 

17 

 

性愛者にとって重要な法的利益である」、  

・ 「異性愛者と同性愛者の差異は、性的指向が異なることのみ

であり、かつ、性的指向は人の意思によって選択・変更で

きるものではないことに照らせば、異性愛者と同性愛者と

の間で、婚姻によって生じる法的効果を享受する利益の価

値に差異があるとする理由はなく、そのような法的利益

は、同性愛者であっても、異性愛者であっても、等しく享

有し得る」との認識を述べたうえで、  

・ 「異性愛者に対しては婚姻という制度を利用する機会を提

供しているにもかかわらず、同性愛者に対しては、婚姻に

よって生じる法的効果の一部ですらもこれを享受する法

的手段を提供しないとしていること」が、立法府の裁量権

の範囲を超えたものであるとして、民法及び戸籍法の諸規

定が憲法１４条１項に違反する旨の判断を行ったのであ

る。 

同性間の人的結合関係について婚姻制度の利用を義務付ける

か否かは明確ではないものの、少なくとも、婚姻によって生じ

る法的効果 14 の一部ですら、何ら享受できていないことが憲法

に違反するという事実が司法の一角によって明確に突き付けつ

けられたことになる。  

札幌地裁は婚姻によって生じる法的効果について、憲法２４

 
14 札幌地裁判決２０頁によれば、「婚姻とは、婚姻当事者及びその家族の身分関係

を形成し、戸籍によってその身分関係が公証され、その身分に応じた種々の権利義

務を伴う法的地位が付与されるという、身分関係と結びついた複合的な法的効果を

同時又は異時に生じさせる法律行為であると解することができる（以下、上記の法

的効果を併せて「婚姻によって生じる法的効果」という。）」としている。  
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条を背景とする「重要な法的利益」としていることから（札幌

判決２３頁）、札幌判決が言い渡された時点で、国会にとって、

同性のカップルが婚姻制度または家族として制度から排除され、

何らの法的な保障がないことにより、同性愛者ら性的少数者の

「憲法上保護された重要な人格的利益」が合理的な理由なく制

約されていることが明白となったというべきである。  

（３）まとめ 

したがって、札幌地裁判決が言い渡された２０２１年３月には、

本件立法不作為によって、上記 （１）で述べた憲法上保護された権利

利益が合理的な理由なく制約されていることが国会にとって明白に

なったというべきで、原判決が原審の口頭弁論終結時点において本

件立法不作為の違憲性が明白になっていないとした点は国賠法１条

１項の解釈として誤っている。  

（４）原判決の判示への反論   

ア   なお、原判決は違憲の明白性を否定する論拠として、憲法が

配偶者としての法的身分関係の形成に係る規定を設けるべきこ

とについて明文で要請していないことを重要視しているところ、

この点も法令解釈として看過できないため、念のために反論し

ておく。 

   そもそも、憲法が明文でもって、同性間の人的結合関係に関

して何らかの保障を命じていれば、本訴訟が提起されていると

は考えられず、国会が進んで法的保障を行っているはずである。

立法不作為が国家賠償請求上、違法であるかどうかが問題にな

っている場合には、往々にして、憲法に照らして特定の利益や

権利の保障が一見明確でない場合が多く、それにもかかわらず、
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要件充足性において、明文として要請していることを求めては、

ほぼ 「違憲の明白性」要件が認められることはないことになる。

原判決の判断は、立法不作為における国家賠償請求の可能性を

事実上閉ざすものであり、不相当である。  

   しかも、これまでの日本の司法は、憲法を解釈するにあたっ

て、文理解釈にとどまらず体系的解釈、目的論的解釈など、柔軟

な方法によって憲法を解釈してきており、原判決の判断手法は

これまでの憲法解釈方法とも整合しない。例えば、憲法２１条

には 「報道の自由」 「取材の自由」について一言も明文として言

及されていないが、最判昭和４４年１１月２６日刑集２３巻１

１号１４９０頁では、「報道の自由とともに、報道のための取材

の自由も、憲法二一条の精神に照らし、十分尊重に値」するとし

て、報道の自由、取材の自由の保障を導いた。また、いわゆるレ

ペタ訴訟（最判平成元年３月８日民集４３巻２号８９頁）も「筆

記行為の自由は、憲法二一条一項の規定の精神に照らして尊重

されるべきであるといわなければならない」として、メモを取

る自由の保障を理由づけている。このように、日本の裁判所に

おける憲法解釈は必ずしも文理のみを重視して、解釈を展開し

てきておらず、解釈する必要性があれば、時として、文言だけで

は導きだすことが困難であっても、憲法全体の趣旨理念から解

釈を行い、結論を導くことがある。 

   憲法が「明文」として要請していることを強調することは、こ

れまでの憲法解釈論の手法との関係で必ずしも整合を意味せず、

保障を及ぼす必要性相当性があれば、柔軟な解釈はありうるの

であり、明文で定めていないという事実から、違憲の明白性を
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否定されるということは、改められなければならない。  

イ  ほかにも、原判決は、国内外における社会的認識が近年、急速

に高まったことについても強調しているところであるが、これ

は前述したとおり、２０２１年３月には国会にとって、憲法１

３条・２４条に根差した重要な人格的利益を合理的な理由なく

制約しているものとして憲法の規定に違反するものであること

が明らかになっている。したがって、原判決の指摘は正鵠を得

ない。  

３ 「長期間の懈怠」要件について  

（１）判例を踏まえたこれまでの理解  

原判決は、「長期間の懈怠」要件については何ら判示しなかっ

たが、本件では、長期間の懈怠が認められる。 

これまでの判例を踏まえると（例えば令和４年大法廷判決な

ど）、「長期間の懈怠」要件について「国会が正当な理由なく長

期にわたってその改廃等の立法措置を怠る場合」と述べていると

ころ、ここでいう「長期」とは、（期間の長短という）客観的な

ものさしだけで一律に決まるものではなく、違憲状態を是正する

ための必要十分な期間を超えていることを意味するというべきで

ある。  

すなわち、国会は、特定の法律あるいは立法の不存在の改廃に

ついて裁量を有する一方で、日本の最高法規たる憲法に縛られる

ため（憲法９８条１項）、憲法上、問題となる状態をいつまでも

放置することは、憲法１３条、憲法９７条の趣旨に照らして許さ

れない。そのため、客観的な時間的単位としての十数年などの期

間が経過せずとも、国会が何らの正当な理由なくして違憲状態を
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是正するための必要十分な期間を超えて、当該違憲状態を放置し

ていると評価される場合には、もはやその不作為状態を正当化す

ることはできない。そのため、「長期間の懈怠」という要件は、

国会が、何らの正当な理由なくして、当該違憲状態を是正するた

めの必要十分な期間を超えて放置している場合を意味するという

べきである。  

立法不作為に伴って生じている憲法上の被侵害利益の性質、侵

害の程度、国会での審議状況、法改正を困難にするような事情が

存在したのか等、種々様々な要素を踏まえ、それがたとえ１年と

いう期間であったとしても、正当な理由なくして当該違憲状態を

必要十分な期間を超えて放置していると評価されれば、それは

「長期間の懈怠」と評価されることになるというべきである。  

このような理解は、これまでの判例理論を前提とするものであ

る。旧優生保護法のいわゆる優生保護規定に基づき不妊手術を受

けた原告らが、優生保護規定は憲法１３条、１４条に違反し、優

生保護規定に係る国会議員の立法行為が違法であるなどとして国

賠法１条１項に基づく損害賠償請求を求めた事案において、最高

裁大法廷令和６年７月３日判決 15は、優生保護規定が憲法１３

条、１４条に違反すると断じるとともに、優生保護規定に係る国

会議員の立法行為について、違憲の明白性という要件充足性
．．．．．．．．．．．．．．

だけ
．．

で、国賠法１条１項の適用上、違法の評価を受けると判示した。

判示に当たって、平成１７年大法廷判決を引用しているにもかか

わらず、長期間の懈怠の要否や期間の長短を特段明示的に求めな

 
15 令和５年（受）１３１９号  国家賠償請求事件  
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かったということは、侵害される権利の性質、重要性、侵害の態

様が深刻である場合には、長期間の懈怠という要件の存否又は内

容について柔軟に解釈することを前提にしていると考えられる。  

（２）本件における「長期間の懈怠」要件  

ア 結論 

そして、本件では、上述したとおり、２０２１年３月に、国会

にとってその違憲性が明らかになったところ、以下詳しく論ずる

とおり、その時点から起算して、原審の口頭弁論終結時までにこ

れを是正することが容易であるにもかかわらず、国会は何ら違憲

状態を解消するための立法措置を取らず、合理的な理由なくその

違憲状態を放置しており、上記時点においては必要十分と考えら

れる合理的期間が経過したと考えられる。  

イ  合理的理由なくして必要十分と考えられる期間が経過している

こと 

（ア）上記第３・２（２）〔１１頁～１７頁〕でも述べたように、

同性間の人的結合関係について何ら法的保障がないことによ

って、法律上同性のカップルは、婚姻することができないだけ

でなく、国から家族として扱われ、それが公証され、そして法

的効果を付与されるという、憲法１３条 ・２４条に根差した重

要な人格的利益を奪われている。原判決も、（自らの自由意思

により人生の伴侶と定めた相手との永続的な人的結合関係に

ついて配偶者としての法的身分関係の形成ができることは、

安定的で充実した社会生活を送る基盤をなすもので）「個人の

人格的存在
．．．．．

と
．
結びついた重要な法的利益である」と宣明して

いるところであり （原判決５０頁）、人が人格的存在として扱
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われるという重要な利益享受から、同性愛者等は、一部のみな

らず完全に、そして半永久的に排除されているのであり、その

不利益の強さは極めて深刻である。国会としては、このような

甚大な利益侵害を即座に解消すべきであり、迅速に対応しな

ければならない。  

（イ）ところが、法律上同性のカップルの婚姻について国会ではじ

めて正面から問われたのは２０１５年２月であるところ（甲

Ａ２５８・２５頁、２７頁）、それ以降、国会（とりわけ政府

与党）では、２０２１年３月の札幌違憲判決がなされても、ま

た原々審の判決がなされても、一向に積極的な議論を開始す

る兆候はなかった。２０２３年２月１日に、岸田総理大臣（当

時）は、同性婚を認めると「家族観や価値観、社会が変わって

しまう」と答弁したことがあり （甲Ａ６１４）、挙句の果てに

は、当時の首相秘書官が（法律上同性のカップルが）「隣に住

んでいたら嫌だ、見るのも嫌だ」との発言もなされた（甲Ａ５

５３、甲Ａ６１５）。それ以降も、国会においては、同性間の

人的結合関係にかかる法制度に関して検討した記録はない。

２０２４年３月１４日に札幌高裁で違憲判決が言い渡されて

も、官房長官は「現段階では確定前の判決であり、ほかの裁判

所で同種の訴訟が係属しているので、その判断も注視してい

きたい」といい、原審が２０２４年１０月３０日に違憲判決を

言い渡しても、「他の裁判所で同種訴訟が継続しており、その

判断も注視していく」と繰り返す 16。２０２４年１２月１３日

 
16 2024 年 10 月 30 日及び 2024 年 12 月 13 日の官房長官の発言は原審の口頭弁論終

結後の出来事ではある。  
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に福岡高裁が高裁３件目となる違憲判決を言い渡しても、官

房長官は相も変わらず「確定前の判決だ。他の同種訴訟の判断

も注視したい」と続ける。 

   このように、国会においては、同性間の人的結合関係にかか

る法制度に関して全く検討・審議が行われておらず、政府与党

は司法府の違憲判断を軽視し、尊重しようとする姿勢はない。

それどころか、政府要人は、同性愛者等に対する嫌悪感さえ明

確に示す。 

   これは、政府与党（国会）が、同性間の人的結合関係につい

て議論や検討を拒んでいると評価するほかない。  

（ウ）なるほど、もしも、同性間の人的結合関係について、議論や

検討を行うことが難しい客観的事由があれば、国会が何らの

議論や検討を行わないことが正当化される余地はあろう。 

   しかしながら、本件では、そのような事由も存在しない。な

ぜならば、政府与党は、法律上同性のカップルの人的結合関係

に関する検討を開始しない理由を一向に明らかにせず、不合

理な対応に終始しているからである。  

   例えば、２０１９年６月３日に国政野党３党が法案（甲Ａ１

４１）を提出され、同月２５日に法務委員会に付託されてから

（甲Ａ３５０）、枝野幸男衆議院議員が、同年１０月７日に、

野党により提出された上記民法改正案が法務委員会に付託さ

れたことを踏まえ、 「既に同性婚を認める民法改正案を国会提

出しております…。与党の皆さんは、常々、反対なら対案を出

せと言っておられますので、まさか対案も出さずにたなざら

しにすることはないと信じます」と呼び掛けたことがあった
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（甲Ａ２６５・２頁）。しかし、その呼びかけむなしく、委員

会で法案が検討されることはなかった。  

   ２０１９年１０月２３日の衆議院法務委員会で当時の河井

法務大臣が、野党議員に検討を促されても、頑なに 「同性婚の

導入を検討していない」「憲法に適合するか否かの検討も行っ

て（いない）」 「検討するか否か、そのこと自体を含めて検討が

必要」と不合理な答弁を繰り返した （甲Ａ２６２）。結局、提

出された法案（甲Ａ１４１）は廃案となり、その後、再度、野

党から、法律上同性の当事者間の婚姻を法制化すること等を

内容とする民法改正案が国会提出されたが （甲Ａ７５０、甲Ａ

７３１）、同法案についても、審議されることはなく、廃案と

なっている。  

   政府要人は、違憲判断が複数回重ねられても、 「わが国の家

族の在り方の根幹に関わる問題であり、極めて慎重な検討を

要する」といった紋切り型の答弁に終始し、検討を要するとた

だ言うだけで結局のところ検討をせず、検討を開始しない理

由さえも明かそうとはしない。このように、政府与党は、不合

理な答弁に終始し、検討を開始しない理由を頑として明かそ

うとしないのであるから、そもそも検討できないことを正当

化する合理的理由があると評価することは困難であり、議論

や検討を行うことが難しい客観的事由は存在しないというほ

かない。 

（エ）それどころか、野党３党はこれまで２回にわたって、法律上

同性の当事者間の婚姻を法制化すること等を内容とする民法

改正案を国会提出していることから考えれば、立法技術上の
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困難性はないことになる。議論の前提となる法案がすでに存

在しているから、仮に同性間の人的結合関係を認めることに

慎重であれば、提出されている法案をもとにして、侃侃諤諤、

消極意見も含めて、検討を開始すればよいのである。そもそも

議論・検討を開始することは容易とさえいえる。  

（オ）このように、迅速に法律上同性のカップル（同性愛者等）に

対して生じている利益侵害を解決すべき必要性が客観的に存

在するにもかかわらず、国会は法的保障に係る検討を開始す

ることなく、違憲の明白性が明らかになって以降も、原審の口

頭弁論終結時にいたるまで、何ら議論を行うことはなく、検討

を放置した。議論や検討を行うことが難しい客観的事由も特

段見受けられず、むしろ容易とさえ評価できるにもかかわら

ず、国会は議論をおざなりにして、議論を拒否し続けているの

である。 

   このような状況下では、２０２１年３月から、原審の口頭弁

論終結時に至るまで、何ら合理的理由なくして、本件立法不作

為状態は放置され、必要十分な期間はとうに経過していると

評価せざるを得ない。したがって、原審の口頭弁論終結時にお

いて、「長期間の懈怠」要件が認められると解すべきである。 

４ まとめ 

以上のとおり、２０２１年３月には「違憲の明白性」要件が、原審の

口頭弁論終結時までには「長期間の懈怠」要件がそれぞれ充足される。

よって、本件立法不作為は、どれ程遅くとも原審の口頭弁論終結時に

おいては、国会議員の立法過程における行動が職務上の法的義務に違
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反する状態に達しているものであり、国賠法１条１項の適用上違法で

ある。  

原判決は国賠法１条１項の法令解釈の誤りを侵しており、破棄され

なければならない。 

以 上  
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別紙１ 本訴訟及び関連訴訟における下級審の判断 

本書面提出日現在、本訴訟及び関連訴訟において下された下級審の判

断の概要は以下のとおりである。本文で述べたとおり、何が憲法のどの

条文に違反するのか、違憲なのか違憲状態なのかといった点について違

いがあるが、下記の下線部が示すように、法律上同性のカップルが婚姻

できず、法的に家族となれないことにより、原判決の言う「個人の人格

的存在と結び付いた重要な法的利益」が合理的な理由なく侵害されてお

り、それが憲法上許容されないと評価されるという点で下級審の判断は

基本的に一致している。  

 

１ 札幌地裁判決（甲Ａ４０１）  

同地裁判決は、結論として、本件規定 17がいわゆる同性婚を認めない

ことは、憲法１３条、２４条には違反しないとした一方で、本件規定

は、異性愛者に対しては婚姻という制度を利用する機会を提供している

にもかかわらず、同性愛者に対しては、婚姻によって生じる法的効果の

一部ですらもこれを享受する法的手段を提供しないとしている限度で、

憲法１４条１項に違反すると判断した。  

憲法１４条１項違反の結論を導くにあたり、同地裁判決は「婚姻によ

って生じる法的効果を享受する利益」に着目した。「婚姻によって生じ

る法的効果」は、婚姻によって生じる身分関係と結びついた複合的な法

的効果を意味し、婚姻当事者及びその家族の身分関係の形成、戸籍によ

るその身分関係の公証、その身分に応じて付与される種々の権利義務を

伴う法的地位が含まれる（同２０頁）。同地裁判決は、このような「婚

 
17 民法及び戸籍法の婚姻に関する諸規定を意味する（同判決２頁）。  
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姻によって生じる法的効果を享受する利益」について、「それが異性間

のものであれば、憲法２４条がその実現のための婚姻を制度として保障

していることからすると、異性愛者にとって重要な法的利益である」、

「異性愛者と同性愛者の差異は、性的指向が異なることのみであり、か

つ、性的指向は人の意思によって選択・変更できるものではないことに

照らせば、異性愛者と同性愛者との間で、婚姻によって生じる法的効果

を享受する利益の価値に差異があるとする理由はなく、そのような法的

利益は、同性愛者であっても、異性愛者であっても、等しく享有し得

る」との認識を述べた（同２３頁）。 

そのうえで、本件規定の目的、憲法２４条の趣旨、憲法制定後の社会

状況等の変化などを検討し（同２３頁から３０頁）、その結果を踏まえ

て、「本件規定が、異性愛者に対しては婚姻という制度を利用する機会

を提供しているにもかかわらず、同性愛者に対しては、婚姻によって生

じる法的効果の一部ですらもこれを享受する法的手段を提供しないとし

ていることは、立法府が広範な立法裁量を有することを前提としても、

その裁量権の範囲を超えたものであるといわざるを得ず、本件区別取扱

い 18は、その限度で合理的根拠を欠く差別取扱いに当たると解さざるを

得ない。したがって、本件規定は、上記の限度で憲法１４条１項に違反

する」（同３２頁）と結論付けた。  

 

２ 大阪地裁判決（甲Ａ５５５）  

 
18 異性愛者のカップルは、婚姻することにより婚姻によって生じる法的効果を享

受するか、婚姻せずそのような法的効果を受けないかを選択することができるが、

同性愛者のカップルは、婚姻を欲したとしても婚姻することができず、婚姻によっ

て生じる法的効果を享受することはできないという区別取り扱いを意味する（同判

決２０頁）。  



【有償配布 や Web(ホームページ, ブログ, facebook 等)へのアップロード・転載はお止めくださ

い】【リンクはご自由にお貼りください】 

東京一次訴訟上告審提出の書面です。 

 

30 

 

同地裁判決は、結論として、本件諸規定 19がいわゆる同性婚を認めて

いないことは、憲法１３条、１４条１項、２４条１項、２項のいずれに

も違反しないと判断した。 

ただし、「社会の中でカップルとして公に認知されて共同生活を営む

ことができることについての利益」、すなわち「公認に係る利益」に着

目し、「公認に係る利益は、婚姻した当事者が将来にわたり安心して安

定した共同生活を営むことに繋がるものであり、我が国において法律婚

を尊重する意識が浸透していることや、近年、婚姻に関する価値観が多

様化していること等をも踏まえれば、自己肯定感や幸福感の源泉といっ

た人格的尊厳に関わる重要な人格的利益ということができる。このよう

な人格的利益の有する価値は、異性愛者であるか同性愛者であるかによ

って異なるものではない」、同性間の「人的結合関係についての公認に

係る利益は、その人格的尊厳に関わる重要な人格的利益として尊重され

るべき」であり、「本件諸規定が憲法２４条２項で認められている立法

裁量の範囲を超えるものであるか否かの検討に当たって考慮すべき事項

である」とした（同２６頁から２７頁）。  

また、「今後の社会状況の変化によっては、同性間の婚姻等の制度の

導入について何ら法的措置がとられていないことの立法不作為が、将来

的に憲法２４条２項に違反するものとして違憲になる可能性はある」と

も指摘した（同３７頁）。 

 

３ 東京地裁判決（原々判決） 

同地裁判決は、結論として、婚姻を異性間のものに限り同性間の婚姻

 
19 同性間の婚姻を認めていない民法第四編第二章及び戸籍法の諸規定を意味する

（同判決３頁）。  
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を認めていない本件諸規定 20は、憲法２４条１項、１４条１項には違反

しないとした一方で、現行法上、同性愛者についてートトートと家族に

なるための法制度が存在しないことは、同性愛者の人格的生存に対する

重大な脅威、障害であり、個人の尊厳に照らして合理的な理由があると

はいえず、憲法２４条２項に違反する状態にあると判断した。  

憲法２４条２項に違反状態にあるとの結論を導くにあたり、同地裁判

決は、「婚姻により得ることができる、ートトートと家族となり、共同

生活を送ることについて家族としての法的保護を受け、社会的公証を受

けることができる利益は、個人の尊厳に関わる重要な人格的利益」であ

る、「同性愛者においても、親密な人的結合関係を築き、ートトートと

共同生活を送り、場合によっては子供を養育するなどして、社会の一員

として生活しており、その実態は、男女の夫婦と変わるところがないの

であって、ートトートと法的に家族となることは、その人格的生存にと

って極めて重要な意義を有する」、「同性愛者にとっても、ートトートと

家族となり、共同生活を送ることについて家族としての法的保護を受

け、社会的公証を受けることができる利益は、個人の尊厳に関わる重大

な人格的利益に当たる」などと述べた（同４９頁）。さらに、「現在、同

性愛者には、ートトートと家族になることを可能にする法制度がなく、

同性愛者は、その生涯を通じて、家族を持ち、家庭を築くことが法律上

極めて困難な状況に置かれている」、「特定のートトートと家族になると

いう希望を有していても同性愛者というだけでこれが生涯を通じて不可

能になることは、その人格的生存に対する重大な脅威、障害である」と

も述べた（同５０頁）。そのうえで、憲法制定後の社会状況等の変化な

 
20 婚姻制度に関する民法第４編第２章及び戸籍法の諸規定を意味する（同判決３

頁）。  
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どを検討し（同５０頁から５２頁）、それらを踏まえて、「現行法上、同

性愛者についてートトートと家族になるための法制度が存在しないこと

は、同性愛者の人格的生存に対する重大な脅威、障害であり、個人の尊

厳に照らして合理的な理由があるとはいえず、憲法２４条２項に違反す

る状態にある」と判断した（同５２頁）。  

もっとも、「そのような法制度を構築する方法については多様なもの

が想定され、それは立法裁量に委ねられており、必ずしも本件諸規定が

定める現行の婚姻制度に同性間の婚姻を含める方法に限られない・・・

ことからすれば、同性間の婚姻を認めていない本件諸規定が憲法２４条

２項に違反すると断ずることはできない」とした（同５２頁から５３

頁）。 

 

４ 名古屋地裁判決（甲Ａ６８１）  

同地裁判決は、結論として、本件諸規定 21は、憲法２４条１項には違

反しないとしたものの、本件諸規定は、同性カップルに対して、その関

係を国の制度によって公証し、その関係を保護するのにふさわしい効果

を付与するための枠組みすら与えていないという限度で、憲法２４条２

項及び１４条１項に違反すると判断した。 

憲法２４条２項に違反するとの結論を導くにあたり、同地裁判決は、

「両当事者の関係が国の制度により公証され、その関係を保護するのに

ふさわしい効果の付与を受けるための枠組みが与えられるという利益

は、憲法２４条２項により尊重されるべき重要な人格的利益である」

（同４１頁）と位置付けた。そのうえで、「婚姻の本質は、両当事者に

 
21 同性間の婚姻を認めていない民法及び戸籍法の諸規定を言う（同判決３頁から

４頁）。  
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おいて永続的な精神的及び肉体的結合を目的として真摯な意思をもって

共同生活を営むことにある」が、「このような親密な関係に基づき永続

性をもった生活共同体を構成することは、同性カップルにおいても成し

うるはずのものである」とした（同４２頁）。さらに、「同性カップル

は、異性カップルと比較して、両当事者の関係が国の制度により公証さ

れ、その関係を保護するのにふさわしい効果の付与を受けるための枠組

みを利用することができないという格差が生まれている。そして、かか

る枠組みを利用することができるという価値は、単に法律によって付与

された価値というにとどまらず、人の尊厳に由来する重要な人格的利益

を基礎としている」、「永続的な精神的及び肉体的結合を目的として真摯

な意思をもって共同生活を営もうとする同性カップルにおいて、婚姻に

伴う個々の法的効果が付与されないのみならず、その関係が国の制度に

よって公証されず、その関係を保護するのにふさわしい効果の付与を受

けるための枠組みすら与えられない不利益は甚大なものである」（４５

頁）などとして、「上記の状態を継続し放置することについては、もは

や、個人の尊厳の要請に照らして合理性を欠くに至っているものといわ

ざるを得ず、国会の立法裁量の範囲を超えるものとみざるを得ないよう

な場合に当たる」、「本件諸規定は、同性カップルに対して、その関係を

国の制度によって公証し、その関係を保護するのにふさわしい効果を付

与するための枠組みすら与えていないという限度で、憲法２４条２項に

違反する」と結論付けた（４９頁）。 

同様の理由から憲法１４条１項にも違反するとした（５１頁）。  

 

５ 福岡地裁判決（甲Ａ６８０）  
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同地裁判決は、結論として、本件諸規定 22は、憲法２４条１項、１３

条１項、１４条１項には違反しないとしたが、他方で、同性カップルに

婚姻制度の利用によって得られる利益の一切を認めず、自らの選んだ相

手と法的に家族になる手段を与えていない本件諸規定は憲法２４条２項

に違反する状態にあるとした。  

憲法２４条２項に違反する状態にあるとの結論を導くにあたり、同地

裁判決は、「婚姻は家族の単位の１つであり、・・・・永続的な精神的及

び肉体的結合の相手を選び、公証する制度は、基本的には現行法上婚姻

制度のみであるところ、同性カップルが婚姻制度を利用できず、公証の

利益も得られないことは、同性カップルを法的に家族として承認しない

ことを意味する」、「婚姻制度を利用できるか否かはその者の生涯にわた

って影響を及ぼす事項であり、国民の意識における婚姻の重要性・・・

も併せ鑑みれば、婚姻をするかしないか及び誰と婚姻して家族を形成す

るかを自己の意思で決定することは同性愛者にとっても尊重されるべき

人格的利益であると認められるところ、原告らが婚姻制度を利用できな

い不利益は・・・憲法１３条に反するとまでは言えないものの、上記人

格的利益を侵害されている事態に至っている」（同３４頁から３５頁）

との認識を示した。そのうえで、「本件諸規定の下で原告ら同性カップ

ルは婚姻制度を利用することによって得られる利益を一切享受できず法

的に家族と承認されないという重大な不利益を被っていること、婚姻制

度は異性婚を前提とするとはいえ、その実態が変遷しつつあること、婚

姻に対する社会通念もまた変遷し、同性婚に対する社会的承認がいまだ

十分には得られていないとはいえ、国民の理解が相当程度浸透されてい

 
22 同性同士の婚姻を不適法とする民法及び戸籍法の諸規定の総称（同判決３頁）。  
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ることに照らすと、本件諸規定の立法事実が相当程度変遷したものと言

わざるを得ず、同性カップルに婚姻制度の利用によって得られる利益を

一切認めず、自らの選んだ相手と法的に家族になる手段を与えていない

本件諸規定はもはや個人の尊厳に立脚すべきものとする憲法２４条２項

に違反する状態にあると言わざるを得ない」と結論付けた（同３７

頁）。  

他方、婚姻をするかしないか及び誰とするかを自己の意思で決定する

ことは同性愛者にとっても尊重されるべき人格的利益ではあるものの、

憲法上直接保障された権利とまではいえず、その実現の在り方はその

時々における社会的条件、国民生活の状況、家族の在り方等との関係に

おいて決せられるものであり、立法府における検討や対応に委ねざるを

得ない等の理由から、「同性間の婚姻を認めていない本件諸規定が立法

府たる国会の裁量権の範囲を逸脱したものとして憲法２４条２項に反す

るとまでは認めることができない」とした（同３７頁から３８頁）。 

 

６ 東京地裁判決（東京二次訴訟）（甲Ａ８１２）  

同地裁判決は、結論として、本件諸規定 23は憲法２４条１項、１４条

１項には違反しないとする一方で、本件諸規定及び同性カップル等が婚

姻による法的利益と同様の法的利益を享受したり、社会的に公証を受け

る利益を享受したりするための制度が立法されていない状況は憲法２４

条２項に違反する状態と判断した。  

憲法２４条２項に違反する状態であると判断するにあたり、同地裁判

決は、「同性カップル等においても、現に、異性カップルと同様に、一

 
23 現行の婚姻制度を利用できる者を法律上異性の者同士の婚姻に限定している民

法及び戸籍法の諸規定を言う（同判決３頁）。  
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人と一人の親密かつ永続性のある人的結合関係を基礎にして、充足感や

幸福感で満たされたかけがえのない家族関係（信頼関係）を形成してい

る」、「婚姻の本質が、一人と一人の親密かつ永統性のある人的結合関係

を形成することによる充足感や満足感を得ることにあるということから

すれば、同性カップル等にとっても、上述したような婚姻の本質を亨受

することは、重要な人格的利益である」、「そうであるにもかかわらず、

同性カップル等に、法律上の婚姻制度又はこれに類似する制度が何ら設

けられていないという状況は上述した人格的利益を享受するごとに対す

る大きな障害である」などと述べた（同３９頁）。そのうえで、憲法制

定後の社会状況等の変化等を検討し（同３９頁から４０頁）、「本件諸規

定が、同性カップル等の婚姻を認めず、また、法律上、同性カップル等

が婚姻による法的利益と同様の法的利益を享受したり、社会的に公証を

受ける利益を享受したりするための制度も何ら設けられていないのは、

同性カップル等が、自己の性自認及び性的指向に即した生活を送るとい

う重要な人格的利益を、同性カップル等から剥奪するものにほかならな

いのであるから、本件諸規定及び上述したような立法がされていない状

況は個人の尊厳と両性の本質的平等の要請に照らして合理的な理由があ

るとは認められず、憲法２４条２項に違反する状態にある」との判断を

下した（同４１頁）。  

もっとも、「同性カップル等が婚姻による法的利益と同様の法的利益

を享受したり、社会的に公証を受ける利益を享受したりするための制度

の構築については、なお、複数の選択肢があるといえ、そのような制度

設計については、国会の立法裁量に委ねられている」との理由から、

「本件諸規定が改廃されず、法律上、同性カップル等が婚姻による法的

利益と同様の法的利益を享受したり、社会的に公証を受ける利益を享受
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したりするための制度が立法されていない状況が、現段階において、直

ちに、憲法２４条２項に違反するとまでいうことはできない」とした

（同４２頁）。  

 

７ 札幌高裁判決（甲Ａ８１３）  

同高裁判決は、結論として、本件規定 24が憲法１３条１項に違反する

とは認められないものの、異性間の婚姻のみを定め、同性間の婚姻を許

さず、これに代わる措置についても一切規定していない点において、本

件規定は憲法２４条、１４条１項に違反するとした。  

上記結論を導くにあたり、同高裁判決は、「性的指向及び同性間の婚

姻の自由は、憲法１３条によっても、人格権と同様に、重要な法的利益

と解される」、「憲法２４条は、憲法１３条を受けて定められており、同

条１項が同性間の婚姻を文言上は直接的に保障していないとしても、同

条２項が定めるとおり、個人の尊厳が家族を単位とする制度的な保障に

よって社会生活上実現可能であることを踏まえると、同条１項は人の人

との間の婚姻の自由を定めたものであって、同性間の婚姻についても、

異性間の婚姻と同程度に保障する趣旨である」との解釈を示した（同１

９頁）。また、同性愛者が置かれている現状に関し、「本件規定は、同性

間の婚姻を許しておらず、同性愛者は婚姻による社会生活上の制度の保

障を受けられない。このことにより、社会生活上の不利益を受け、その

程度も著しいということだけでなく、アイデンテイティの喪失感を抱い

たり、自身の存在の意義を感じることができなくなったり、個人の社会

的な信用、評価、名誉感情等を維持することが困難になったりするな

 
24 札幌地裁判決（甲Ａ４０１）における定義による。  
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ど、個人の尊厳を成す人格が損なわれる事態となってしまっている」と

の認識を示した（同１９頁）。そのうえで、いわゆる同性婚を認めた場

合の不利益、憲法制定後の社会状況等の変化などを検討し（同１９頁か

ら２２頁）、それらを踏まえて、「本件規定は、異性間の婚姻のみを定

め、同性間の婚姻を許さず、これに代わる措置についても一切規定して

いないことから、個人の尊厳に立脚し、性的指向と同性間の婚姻の自由

を保障するものと解される憲法２４条の規定に照らして、合理性を欠く

制度であり、少なくとも現時点においては、国会の立法裁量の範囲を超

える状態に至っていると認めることが相当である」（同２２頁から２３

頁）として、本件規定は憲法２４条に違反すると結論付けた。 

憲法１４条１項についてもほぼ同様の観点から検討し、ほぼ同様の理

由から本件規定は同項に違反すると結論付けた（同２３頁から２７

頁）。  

 

８ 東京高裁判決（原判決）  

原判決は、結論として、現行の法令が、民法及び戸籍法において男女

間の婚姻について規律するにとどまり、同性間の人的結合関係について

は、婚姻の届出に関する民法７３９条に相当する配偶者としての法的身

分関係の形成に係る規定を設けていないことは、個人の人格的存在と結

び付いた重要な法的利益について、合理的な根拠に基づかずに、性的指

向により法的な差別的取扱いをするものであって、憲法１４条１項、２

４条２項に違反すると判断した。ただし、憲法２４条１項に違反するか

どうかには言及しなかった。  

上記の結論を導くにあたり、原判決は、「婚姻をすることで、自らの

自由意思により人生の伴侶と定めた相手との永続的な人的結合関係につ
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いて配偶者としての法的身分関係の形成ができることは、安定的で充実

した社会生活を送る基盤を成すものであり、個人の人格的存在と結び付

いた重要な法的利益として十分に尊重されるべきものである」（同４６

頁から４７頁）、「控訴人らも、これを望む者であり、それぞれ同性の交

際相手を得て、お互いを人生の伴侶とすることを望み、家事や生活費を

分担し、子がある控訴人西川と控訴人小野においてはお互いの子を共同

して養育するなど、その実態において、婚姻関係にある夫婦と異なると

ころのない共同生活を営んできた」（同５０頁）、「同性間の関係におい

ても、自らの自由意思により人生の伴侶と定めた相手との永続的な人的

結合関係について配偶者としての法的身分関係の形成ができることは、

安定的で充実した社会生活を送る基盤を成すもので、個人の人格的存在

と結び付いた重要な法的利益であることに変わりがなく、男女間の関係

におけるのと同様に十分に尊重されるべき」（同５０頁）などと述べ

た。そのうえで、婚姻制度の目的や社会的機能、憲法制定後の社会状況

等の変化等を検討し（同５２頁から５４頁）、その結果を踏まえて、「性

的指向という本人の意思で選択や変更をすることができない属性により

個人の人格的存在と結び付いた重要な法的利益の享受の可否につき本件

区別が生じている状態を現在も維持することに合理的根拠があるとはい

え」ず（同５４頁）、「現行の法令が、民法及び戸籍法において男女間の

婚姻について規律するにとどまり、同性間の人的結合関係については、

婚姻の届出に関する民法７３９条に相当する配偶者としての法的身分関

係の形成に係る規定を設けていないことは、個人の人格的存在と結び付

いた重要な法的利益について、合理的な根拠に基づかずに、性的指向に

より法的な差別的取扱いをするものであって、憲法１４条１項、２４条

２項に違反する」と結論付けた（同５６頁）。  
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９ 福岡高裁判決（甲Ａ８３８）  

２０２４年１２月１３日、本訴訟の関連訴訟の一つである九州訴訟に

関し、福岡高等裁判所は、幸福追求権としての婚姻の成立及び維持につ

いて法制度による保護を受ける権利は、憲法１３条によって保障され、

裁判上の救済を受けることができる具体的な権利であり、同性のカップ

ルについて婚姻を認めていない本件諸規定 25は、同権利を侵害し、憲法１

３条、１４条１項及び２４条２項に違反するとした。ただし、憲法２４

条１項については直ちに違反するとまでは解し難いとした。  

上記結論を導くにあたり、同高裁判決は、「憲法１３条は、婚姻をする

かどうかについての個人の自由を保障するだけにとどまらず、婚姻の成

立及び維持について法制度による保護を受ける権利をも認めていると解

するべきであり、このような権利は同条が定める幸福追求権の内実の一

つである」、「婚姻が人にとって重要かつ根源的な営みであり、尊重され

るべきものであることに鑑みると、幸福追求権としての婚姻について法

的な保護を受ける権利は、個人の人格的な生存に欠かすことのできない

権利であり、裁判上の救済を受けることができる具体的な権利である」

とした（同１１頁から１２頁）。さらに「互いに相手を伴侶とし、対等な

立場で終生的に共同生活をするために結合し、新たな家族を創設したい

という幸福追求の願望は、両当事者が男女である場合と同性である場合

とで何ら変わりがないから、幸福追求権としての婚姻の成立及び維持に

ついて法的な保護を受ける権利は、男女のカップル、同性のカップルの

いずれも等しく有している」と述べた（同１２頁）。そのうえで、「両当

 

25 婚 姻 に 関 す る 民 法 及 び 戸 籍 法 の 諸 規 定 を い う （ 同 判 決 １ 頁 ）。  
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事者が同性である場合の婚姻について法制度を設けず、法的な保護を与

えないことは、異性を婚姻の対象と認識せず、同性の者を伴侶として選

択する者が幸福を追求する途を閉ざしてしまうことにほかならず、配偶

者の相続権 (民法８９０条)などの重要な法律上の効果も与えられないの

であって、その制約の程度は重大である」、「本件諸規定による制約の必

要性や合理性は見出し難い」として、「本件諸規定のうち、異性婚のみを

婚姻制度の対象とし、同性のカップルを婚姻制度の対象外としている部

分は・・・同性の者を伴侶として選択する者の幸福追求権、すなわち婚姻

の成立及び維持について法制度による保護を受ける権利に対する侵害で

あり、憲法１３条に違反する」と結論づけた（同１２頁から１３頁）。  

さらに、憲法１３条に違反する差別的取扱いが不合理なものであるこ

とは自明であるから、憲法１４条１項、２４条２項にも違反するとした

（同１５頁から１７頁）。  

以 上  


